（様式第１号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入日：　　　　　　　　年　  　 月  　　日
　　　　　                       　　　　　　　  　　　　　　　　
　北九州市日本語指導協力員　登録申込書兼履歴書
	[bookmark: RANGE!A1:BB68]登録番号
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	
	性別
	生 年 月 日
	写　真

申込前3ヶ月以内に
帽子をつけないで
上半身、正面向きを
撮影したもので、本人と確認できるものを
枠内に貼ること。
（ﾀﾃ4cm×ﾖｺ3cm）

	
	氏 名
	
	男
・
女
	昭和 ・ 平成 ・ 西暦
	

	
	
	
	
	年　   月 　　日
（満　　　 　才）
	

	住 所
	〒       -　　　　　　　
	

	
	　　
	

	連絡先
	メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　＠
	

	
	TEL（自宅）　　　　　　　－　　　　　 －
	TEL（携帯）　　　　　　－　　　　　 －

	学 歴
	最終（現在）学校・学部・学科名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
☐卒業 ☐修了 ☐在学中（　　年） ☐中退 

	対応可能な言語
	※語学力の程度（検定の級、日常会話程度、生活に支障がない程度等）を詳しくご記入ください。


	通訳可能な言語
	※入学説明会や個人懇談会等で保護者と学校間の通訳にご協力いただける方は、対応言語をご記入ください。


	日本語
指導歴
	　☐ あり　（経験年数　　　　　　　年　）　　　　　　☐ なし
※「あり」の方は、指導を行ったことのある団体名、受講者の出身国や人数、年齢層等をご記入下さい。

	児童生徒への
日本語指導歴
	　☐ あり （☐北九州市立小・中・特別支援学校 ☐他自治体の小・中学校 ☐その他（　　　 　 　　　））　　
　☐ なし

	教員免許
	　☐ あり　（ 小・中　［教科　　　　　　　　　］　・　特別支援　）（経験年数　　　　年）　　☐ なし

	大学での日本語(副)専攻
	　☐ あり　（大学学部・専攻名：　　　　　　　　　　　　　 　　　年　　　月　　　日修了）　　☐ なし

	日本語教師養成講座の受講経験
	　☐ あり　（団体、講座名：　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　年　　　月　　　日修了）　　☐ なし

	活動可能な条件
	活動地区
	☐　門司区　  ☐　小倉北区 　☐　小倉南区 　☐　若松区
☐　八幡東区  ☐　八幡西区 　☐　戸畑区 　  ☐　どこでも可

	
	活動日
	☐　月曜日　　☐　火曜日　　☐　水曜日　　☐　木曜日　　☐　金曜日
☐　いつでも可　

	派遣先への
交通手段
	☐自家用車　　　　　　☐公共交通機関　　　　☐徒歩　　　　☐その他（　　　　　　　　　　　　）

	その他
特記事項
	※活動に際しての条件（時間帯、回数等）や配慮を要する事項などがあれば、ご記入ください。


※学校からの派遣申請の状況により、登録後も派遣の依頼を行わない場合がありますので、ご了承下さい。
※記入いただいた個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び北九州市個人情報保護条例に基づき、本事業の実施に必要な範囲でのみ使用します。私は日本語指導協力員の登録要件を満たしています。また、この申込書兼履歴書の記載事項は、事実に相違ありません。
　氏名（自署）　　　　　　　　　　　　　　

【裏面 (りめん)の確認書 (かくにんしょ)もご記入 (きにゅう)ください】
北九州市 (きたきゅうしゅうし)日本語 (にほんご)指導 (しどう)協力員 (きょうりょくいん)　確認書 (かくにんしょ)Ｒ６



1.	　 北九州市 (きたきゅうしゅうし)日本語 (にほんご)指導 (しどう)協力員 (きょうりょくいん)として、本事業 (ほんじぎょう)の趣旨 (しゅし)を理解 (りかい)し、北九州市 (きたきゅうしゅうし)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)の管理 (かんり)の下 (もと)、派遣先 (はけんさき)の学校 (がっこう)等 (とう)の校長 (こうちょう)・教頭 (きょうとう)・日本語 (にほんご)指導 (しどう)専任 (せんにん)教員 (きょういん)・その他 (た)の教職員 (きょうしょくいん)(以下 (いか)「教職員 (きょうしょくいん)」という。)の指示 (しじ)に従 (したが)い、学校 (がっこう)の規律 (きりつ)を守 (まも)り、帰国 (きこく)・外国人 (がいこくじん)児童 (じどう)生徒 (せいと)が日本 (にほん)での学習 (がくしゅう)に円滑 (えんかつ)に取 (と)り組 (く)めるよう努 (つと)めてください。

2.	　 日本語 (にほんご)指導 (しどう)協力員 (きょうりょくいん)の活動 (かつどう)を通 (つう)じて知 (し)り得 (え)た、児童 (じどう)生徒 (せいと)・保護者 (ほごしゃ)及び (および)教職員 (きょうしょくいん)の個人 (こじん)情報 (じょうほう)その他 (た)一切 (いっさい)の情報 (じょうほう)は、第三者 (だいさんしゃ)に故意 (こい)または過失 (かしつ)により開示 (かいじ)、漏 (ろう)えい、又 (また)は自 (みずか)ら使用 (しよう)することはできません。登録 (とうろく)を抹消 (まっしょう)した後 (あと)も、同様 (どうよう)です。

３.　　日本語 (にほんご)指導 (しどう)協力員 (きょうりょくいん)の活動 (かつどう)に際 (さい)し、次 (つぎ)の事項 (じこう)に該当 (がいとう)する活動 (かつどう)はできません。
　　（１）政治的 (せいじてき)、宗教的 (しゅうきょうてき)活動 (かつどう)
　　（２）営利 (えいり)を目的 (もくてき)とした活動 (かつどう)

４.　　次 (つぎ)の場合 (ばあい)は、登録 (とうろく)を取 (と)り消 (け)し、又 (また)は登録 (とうろく)を抹消 (まっしょう)することがあります。
（１）申込書兼 (もうしこみしょけん)履歴書 (りれきしょ)の内容 (ないよう)に事実 (じじつ)と異 (こと)なる記載 (きさい)があった場合 (ばあい)
　　（２）登録 (とうろく)の要件 (ようけん)を満 (み)たさない、又は登録 (とうろく)できない要件 (ようけん)に該当 (がいとう)することが判明 (はんめい)した場合 (ばあい)
（３）本市 (ほんし)の学校 (がっこう)の教育 (きょういく)活動 (かつどう)に携 (たずさ)わるにふさわしくないと認 (みと)められる行為 (こうい)があった場合 (ばあい)
（４）登録者 (とうろくしゃ)本人 (ほんにん)から登録 (とうろく)抹消 (まっしょう)の申 (もう)し出 (で)があった場合 (ばあい)

５.　　北九州市 (きたきゅうしゅうし)暴力団 (ぼうりょくだん)排除 (はいじょ)条例 (じょうれい)に基づき (もとづき)、北九州市 (きたきゅうしゅうし)暴力団 (ぼうりょくだん)排除 (はいじょ)条例 (じょうれい)第２条 (だい　　じょう)第２項 (だい　　こう)第２号 (だい　　ごう)に定める (さだめる)暴力 (ぼうりょく)団員 (だんいん)等 (とう)に該当 (がいとう)する場合 (ばあい)は、登録 (とうろく)をすることができません。
この該当 (がいとう)の有無 (うむ)を確認 (かくにん)するため、官公庁 (かんこうちょう)へ必要 (ひつよう)な照会 (しょうかい)を行 (おこな)います。

６.　　活動 (かつどう)に際 (さい)して事故 (じこ)が発生 (はっせい)した場合 (ばあい)、保険 (ほけん)により定 (さだ)められた範囲 (はんい)において保障 (ほしょう)されます。なお、保険 (ほけん)加入 (かにゅう)手続 (てつづ)き・保険料 (ほけんりょう)の負担 (ふたん)は北九州市 (きたきゅうしゅうし)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)が行います。

	同 意 欄
	　　　私 (わたし)は、北九州市 (きたきゅうしゅうし)日本語 (にほんご)指導 (しどう)協力員 (きょうりょくいん)として活動 (かつどう)するにあたり、上記 (じょうき)の内容 (ないよう)に
同意 (どうい)のうえ、登録 (とうろく)を申 (もう)し込 (こ)みます。

	
	　　年　　　　月　　　　日　　
住所 (じゅうしょ)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名 (しめい)（自署 (じしょ)）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



